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（１）国有林野の分布と役割

　国有林野（758万ha）は、我が国の国土面積
の約2割、森林面積の約3割を占め、奥地脊

せき

梁
りょう

山地や水源地域に広く分布しており、国土の保
全、水源の涵

かん

養等の公益的機能を発揮

　多様な生態系を有する国有林野は、生物多様
性の保全を図る上でも重要であり、我が国の世
界自然遺産（知

しれ

床
とこ

、白
しら

神
かみ

山地、小
お

笠
がさ

原
わら

諸島、屋
や

久
く

島
しま

）の陸域の95％は国有林野

（２）国有林野の管理経営の基本方針

　国有林野は重要な国民共通の財産であり、国
有林野事業として一元的に管理経営

　国有林野事業では、2013年度の一般会計化
等を踏まえ、公益重視の管理経営を一層推進す
るとともに、林業の成長産業化に向けた貢献等
の取組を推進

（１）公益重視の管理経営の一層の推進

　個々の国有林野を、重視すべき機能に応
じて「山地災害防止」「自然維持」「森林空間利
用」「快適環境形成」「水源涵

かん

養」の５つのタイ
プに区分し管理経営

１．国有林野の役割

２．国有林野事業の具体的取組

第Ⅳ章　国有林野の管理経営

機能類型区分ごとの管理経営の考え方

資料：国有林野の面積は農林水産省「平成30年度　国有林野の
管理経営に関する基本計画の実施状況」、土地面積は国土
交通省「令和元年全国都道府県市区町村別面積調（７月１
日時点）」。

森林管理局
北海道
東北
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中部
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四国
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割合
37%
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17%
19%
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10%
12%

各森林管理局の管轄区
域における国有林野の
土地面積に対する割合

関東森林管理局

林野庁

九州森林管理局

四国森林管理局

東北森林管理局

北海道森林管理局

中部森林管理局

近畿中国森林管理局

国有林野
森林管理局界
都道府県界

小笠原諸島

琉球諸島・奄美群島

機能類型区分 管理経営の考え方
山地災害防止タイプ

146万ha
根や表土の保全、下層植生の発
達した森林の維持

自然維持タイプ
170万ha

良好な自然環境を保持する森
林、希少な生物の生育・生息に
適した森林の維持

森林空間利用タイプ
48万ha

保健・文化・教育的利用の形態
に応じた多様な森林の維持・造
成

快適環境形成タイプ
0.2万ha

汚染物質の高い吸着能力、抵抗
性がある樹種から構成される森
林の維持

水源涵
かん

養タイプ
393万ha

人工林の間伐や伐期の長期化、
広葉樹の導入による育成複層林
への誘導等を推進し、森林資源
の有効活用にも配慮

　注：面積は、2019年４月１日現在の数値である。
資料：農林水産省「平成30年度　国有林野の管理経営に関する

基本計画の実施状況」

国有林野の分布
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　国有林野の約９割は「水源かん養保安
林」等の保安林であり、国民の安全・安
心の確保のため、治山事業により荒廃地
の整備等を実施

　大規模な災害復旧については、民有林
でも直轄で復旧事業を実施したほか、被
災した地方公共団体に対する技術者の派
遣等の協力・支援を実施

　森林吸収源対策として、間伐等の森林
整備、治山施設等における木材利用等を
推進

　生物多様性の保全を図るため、「保護
林」や「緑の回廊」を設定、希少な野生生
物の保護、シカ等の鳥獣による森林被害
への対策等を実施

　「公益的機能維持増進協定」により、
国有林に隣接・介在する民有林を一体的
に整備・保全
　　2019年３月末現在までに20件（595 
ha）の協定を締結

（２）林業の成長産業化への貢献

　国有林野事業の組織、技術力及び資源を
活かし、コンテナ苗の活用や伐採と造林の
一貫作業システム等、林業の低コスト化に
向けた技術を実証・普及

　技術開発の成果を普及するため、国有林
野事業技術開発総合ポータルサイトを
2019年６月に開設

「保護林」と「緑の回廊」の位置図

国有林野におけるコンテナ苗の植栽面積の推移

＜事例＞ 流木災害防止緊急治山対策プロジェクトの推進

　中部森林管理局は、既存の治山ダムを活用し
た流木捕捉工の実証的施工に取り組んでおり、
2019年度は、富山森林管理署管内において着手

　本工法は、既存の治山ダムに手を加えずに、
上流側に近接して流木捕捉施設を単独で設置す
る工法で、経済性及び施工性の面で優れている
ことを確認

第Ⅳ章　国有林野の管理経営

　注：2019年４月１日現在。
資料：農林水産省「平成30年度　国有林野の管理経営に関する基本計画

の実施状況」
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資料： 2013年度までは、林野庁業務課調べ。2014年度以降は、
農林水産省「平成30年度　国有林野の管理経営に関する基
本計画の実施状況」。
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　地域における施業集約化の取組を支援
するため、民有林と連携して全国168
か所に「森林共同施業団地」を設定し、
民有林と国有林を接続する路網整備や森
林施業等を実施

　製材・合板工場等と協定を締結し、国
有林材を安定供給する「システム販売」
を実施（2018年度には国有林からの素
材販売量の70％）

　森林経営管理制度の要となる林業経営
者の育成を図るため、2019年６月５日、
「国有林野の管理経営に関する法律等の
一部を改正する法律」が成立（2020年
４月施行）

　国有林野の一定区域で、公益的機能の維持増進や地域の産業振興等を条件に、一定期間、安定
的に樹木を採取できる「樹木採取権」を創設

第Ⅳ章　国有林野の管理経営

国有林野からの素材販売量の推移

国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律の概要
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　注：各年度末の値。
資料：2013年度までは、林野庁業務課調べ。2014年度以降は、農

林水産省「平成30年度　国有林野の管理経営に関する基本計
画の実施状況」。
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業
経
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自
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○市町村による間伐等の実施
　（市町村森林経営管理事業）森林経営管理法

（森林経営管理制度）

① 現行の仕組み（引き続き実施） ② 追加する仕組み（今後の供給量の増加分の一部で実施）

・毎年度個別に場所、時期等を
特定し、入札により立木を購入
して伐採する事業者を決定

・国有林の一定の区域において立木を
一定期間、安定的に伐採できる樹木採
取権（地域の林業経営体が対応可能
な200～300ha・年間数千㎥程度の素
材生産量を想定し、権利の期間は10年
を基本に運用）を設定
※現行の国有林の伐採のルールを厳守
※長期に事業量が見通せることで機械
導入や雇用が進展

※立木を購入している林業経営
体の平均年間立木購入面積
（2015年農林業センサス）は
約20ha（年間６千㎥程度の
素材生産量に相当）
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②を追加

安
定
的
な
事
業
量
を
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市
町
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＜事例＞ 県と連携した林業の低コスト化の取組

　青森森林管理署は、青森県と連携して、伐採から育林まで各段階における低コスト化のため
の取組を実施

　同森林管理署が中心となって、作業システムセミナー、下刈り省略の現地検討会を開催し、
一方で、青森県の主催により循環型林業を担う林業事業体育成のためのセミナー、一貫作業シ
ステムの現地研修会を開催

　互いに連携することに
よって県内関係者が育林に
関する様々な情報を共有す
る機会を提供

作業システムセミナー（国・県共催） 下刈り省略の現地検討会（国・県共催）
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（３）「国民の森
も

林
り

」としての管理経営等

　森林環境教育や森
も

林
り

づくり等に取り組む多様な主体に対して、「遊
ゆう

々
ゆう

の森」、「ふれあいの森」、「木
の文化を支える森」、「法人の森

も

林
り

」等を設定し、フィールドを提供。また、地域の関係者や自然
保護団体等と連携した「モデルプロジェク
ト」を実施　　

　地方公共団体や地元住民等に対して国有
林野の貸付け等を実施。また、「レクリエー
ションの森」（自然休養林など６種類）にお
いては、地域関係者と連携して管理運営

　「レクリエーションの森」のうち特に観光
資源としての潜在的魅力がある93か所を
「日

にっ

本
ぽん

美
うつく

しの森 お薦め国有林」として選定
しており、標識類等の多言語化、施設整備
等の重点的な環境整備やウェブサイト等に
よる情報発信の強化に向けた取組を実施

　東日本大震災からの復旧・復興に向け、
海岸防災林の再生や避難指示解除区域にお
ける森林整備事業の再開等の取組を実施

第Ⅳ章　国有林野の管理経営

＜事例＞ 「日
にっ

本
ぽん

美
うつく

しの森　お薦め国有林」で初のオフィシャルサポーター協定を締結

　2019年６月、中部森林管理局北
ほく

信
しん

森林管理署管
内の「戸

と

隠
がくし

・大
おお

峰
みね

自然休養林」では、「日本美しの森
お薦め国有林」としては全国で初めて、資金や資材
等について、民間企業等から支援を受ける「サポー
ター制度」を導入

　４団体が木道改修資材、資金又は労力を提供

　地域関係者で構成される戸隠大峰自然休養林保護
管理協議会と同森林管理署が連携し、「戸隠・大峰自
然休養林」にある「戸隠森林植物園」内の老朽化した
木道について、2020年４月から、地元ボランティ
アの協力も交えた改修作業を実施予定

「日
にっ

本
ぽん

美
うつく

しの森　お薦め国有林」の例

然別自然休養林

焼走り
自然観察教育林

野反自然休養林

近江湖南アルプス
自然休養林 千本山風景林

森林管理局 箇所数 代表例

北海道 20 ポロト、然
しかり

別
べつ

、えりも、ニセコ・神
しん

仙
せん

沼
ぬま

東北 11 白
しら

神
かみ

山地・暗
あん

門
もん

の滝、焼
やけ

走
はし

り、温
ぬく

身
み

平
だいら

関東 15 奥
おく

久
く

慈
じ

、野
の

反
ぞり

、高
たか

尾
お

山
さん

中部 10 戸
と

隠
がくし

・大
おお

峰
みね

、駒
こま

ヶ
が

岳
たけ

、赤
あか

沢
さわ

、御
おん

岳
たけ

近畿中国 20 安
あたか

宅林
ばやし

、近
おう み

江湖
こ

南
なん

アルプス、嵐
あらし

山
やま

、高
たか

取
とり

山
やま

四国 5 剣
つるぎ

山
さん

、工
く

石
いし

山
やま

、千
せん

本
ぼん

山
やま

九州 12 くまもと、宮崎、猪
いの

八
は

重
え

の滝、屋
や

久
く

島
しま

　注：各森林管理局の管轄区域における箇所数である。
資料：林野庁経営企画課作成。

戸隠森林植物園の木道の損傷点検

オフィシャルサポーター協定締結式


